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装備品安定製造等確保計画の認定実績（令和７年１０月末現在）

区分 令和５年度認定分 令和６年度認定分
令和７年度認定分

（10月末現在）

①供給網強靱化 1件 2件 2件

②製造工程効率化 30件 83件 92件

③サイバーセキュリティ強化 1件 26件 12件

④事業承継等 4件 10件 8件

合計 36件 121件 114件

➢ 装備品安定製造等確保事業に係る計画提出から認定、契約締結、契約履行及び支払いまでのプロセスは次項のとおり。

➢ 令和７年度においては、４月から１０月末までに約１１０件の計画を認定（事前相談は数百件）。

➢ 特定取組に関する相談が増加する中で、現在令和８年度に向けて、装備品等の安定的な製造等の確保のためのリスク（ボ

トルネック）の回避・低減に効果がある案件について、企業から事前相談を募る期間・方法や認定基準等を検討中。
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「装備品安定製造等確保事業」の認定までの流れ
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事業の必要性と特定取組の実例（１/２）

【概要】

● サプライチェーンリスクを解消できず装備品等の製造等事業者が撤退した場合、装備品や予備

部品等の調達に支障が生じ、装備品の長期非可動等の問題が発生する可能性があり、自衛隊の

運用に大きな支障が発生する可能性がある。

● 一般的に、事業撤退した事業者の代わりとなる事業者を見つけ、当該事業者が同じ装備品等を

製造開始するまでには長い時間と巨額の費用が必要となる。

● 本事業を通じて、事業者が抱える様々なサプライチェーンリスクを軽減・解消することは、

自衛隊の安定的な運用の観点からも財政上の観点からも有意義。

【実例➀：事業承継等（事業規模：2.8億円（税込み））】

≪概要≫

➢ Ａ社は自衛隊の航空機のブレーキシステムを製造。同システムを含め航空事業からの撤退を決

定。これに伴い同システム用部品の製造の一部をＢ社に移管。移管に伴い必要となる経費（工場
増築、設備導入、トレーニング等）について特定取組で負担。

≪効果≫

➢ 自衛隊の航空機用ブレーキ製造についての生産基盤の喪失を回避。

≪その他≫

➢ 特定取組で対応できなかった場合、同部品の生産基盤が喪失した可能性。その結果、自衛隊航

空機の運用制限や場合によっては運用停止につながった可能性。

空自輸送機

ブレーキシステム用部品

イメージ
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10式戦車

→ 約 1,300社

「あきづき」型
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→ 約 1,100社



特定取組の実例（２/２）

【実例②：製造工程効率化（事業規模：1.9億円（税込み））】

≪概要≫

➢ Ｃ社（従業員90名）は、数種類の誘導弾用部品（1/100㎜単位の加工精度が要求）について、30年前に導入した加工設備に

より製造中。誘導弾は調達数量が増加傾向。同部品の製造は上記誘導弾を安定的に製造するためのボトルネックとなってい

る。特定取組により最新の加工設備を導入。

≪効果≫

➢ 設備故障による生産停止リスクの回避・低減

➢ 熟練工頼りの製造体制からの脱却

➢ 生産性向上による省人化（年間４千万円超のコストダウン）

誘導弾の安定的な製造
に関するボトルネック
を解消

【実例③：製造工程効率化（事業規模：1.9億円（税込み））】

≪概要≫

➢ Ｄ社（従業員580名）は、艦艇用の大型部品（数メートル級。鋳造品）について、 40年以上前に導入した設備により製造

中。艦艇の製造等の所要が継続的に見込まれる中、将来に向けて安定的な製造体制の確保のためのボトルネックとなってい

る。特定取組により最新の鋳造関連設備を導入。

≪効果≫

➢ 設備故障による生産停止リスクの回避・低減

➢ 熟練工頼りの製造体制からの脱却

➢ 生産性向上による省人化（年間１千６百万円超のコストダウン） 5
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現在の効果発現経路

長期アウトカム短期アウトカムアウトプットアクティビティ

501：
長期アウトカム

装備品製造等事業者によ
る各種の取組を通じ、装
備品等の安定的な製造
等を脅かす様々なリスクを
解消又は軽減することで、
装備品の開発及び生産の
ための基盤を強化する。

101：アクティビティ

防衛省が調達する装備品
等の開発及び生産のため
の基盤の強化に関する法
律第４条第１項の認定を
受けた装備品製造等事業
者が供給網強靱化、製造
工程効率化、サイバーセ
キュリティ強化又は事業承
継等の取組を着実に実施
する内容の契約を締結し、
当該装備品製造等事業
者がそれぞれの取組を行う。

201：アウトプット

装備品製造等事業者によ
る各種の取組を促進し、装
備品等の安定的な製造等

の確保に資する。
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効果発現経路修正案

長期アウトカム短期アウトカムアウトプットアクティビティ

301：短期アウトカム

令和○年までに装備品製造等
事業者が供給網強靱化の取組
を着実に実施し、サプライチェーン
リスクを軽減又は解消する。
契約履行件数：○○件。

302：短期アウトカム

令和○年までに装備品製造等
事業者が製造工程効率化の取
組を着実に実施し、サプライ
チェーンのボトルネックを
軽減又は解消する。

契約履行件数：○○件。

303：短期アウトカム

令和○年までに装備品製造等
事業者がサイバーセキュリティ強
化の取組を着実に実施し、サイ
バーセキュリティに係るリスクを軽

減又は解消する。
契約履行件数：○○件。

304：短期アウトカム

…事業承継等の取組…
契約履行件数：○○件。

501：
長期アウトカム

装備品製造等事業者
による各種の取組を通じ、
装備品の安定的な製
造等を脅かす様々なリス
クを軽減又は解消するこ
とで、本事業にて措置し
なかった場合に比べ安
定的な調達を実施でき
る装備品の開発及び生
産のための基盤を強化
する。

101：アクティビティ

防衛省が調達する装備品
等の開発及び生産のため
の基盤の強化に関する法
律第４条第１項の認定を
受けた装備品製造等事業
者が供給網強靱化の取組
を着実に実施する内容の
契約を締結し、当該装備
品製造等事業者が当該
取組を行う。

102：アクティビティ

…製造工程効率化の取組…

103：アクティビティ

…サイバーセキュリティ強化の
取組…

104：アクティビティ

…事業承継等の取組…

201：アウトプット

装備品製造等事業者が供給
網強靱化の取組を着実に実

施する。

202：アウトプット

…製造工程効率化の取組…

203：アウトプット

…サイバーセキュリティ強化の取組…

204：アウトプット

…事業承継等の取組…
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当該年度に防衛大臣の認定を受け
た供給網強靱化に係る装備品安定

製造等確保計画の件数

（…製造工程効率化に係る…件
数）

（…サイバーセキュリティ強化に
係る…件数）

（…事業承継等に係る…件数）



防衛力整備計画（令和４年12月16日。国家安全保障会議決定。閣議決定）

Ⅸ いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤

１ 防衛生産基盤の強化

様々なリスクへの対応や防衛生産基盤の維持・強化のため、製造等設備の高度化、サイバーセキュリティ強化、サプライチェーン強靱化、

事業承継といった企業の取組に対し、適切な財政措置、金融支援等を行う。

国家安全保障戦略

国家防衛戦略

「装備品安定製造等確保事業」の位置づけ
● 本事業は、戦略３文書を踏まえて令和５年６月に成立した防衛生産基盤強化法に基づき、防衛生産・技術基

盤のリスクを把握し、その解消・軽減のための各種施策を通じて基盤の強化を図るもの。

防衛生産基盤強化法（令和５年６月14日。法律第54号）

（基本方針）
第三条 防衛大臣は、装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針（以下「基本方針」という。）

を定めなければならない。

装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する基本的な方針
（令和５年10月26日。防衛省告示第二百十六号）

第１章我が国を含む国際社会の安全保障環境及び装備品等に係る技術の進展の動向に関する基本的な事項
第２章基盤の維持・強化に関する基本的な考え方
第３章本法に基づく措置に関する基本的な事項
第４章基盤の維持・強化に関するその他の必要な事項

参考
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国内拠点

調達困難
・市場の需要減⤵
・製造量減⤵

調達困難

原材料の国産化

代替素材、部品等の研究開発

財政措置対象例：
製造設備等の整備関連
経費

原材料等の備蓄

輸出規制

製造中止

財政措置対象例：
対象品目購入費等

部品A

代替部品（部品Ｂ）
・市場に需要あり
・十分な製造量

研究開発
財政措置対象例：
研究開発費等

■事業のイメージ（対象例）

 製造中止となる見込みの部品Ａに替え、
安定した調達が見込める部品Ｂへの変更
に伴う研究開発

→ 部品等調達リスク対応

 供給が途絶する原材料等の所要量を
予め調達、保管（共有源の多様化や開
発などとの経済性等を考慮）

→ 部品等調達リスク対応

 海外から調達している原材料を国産化

→ 海外の調達リスク対応

海外製原材料

国産化

備蓄

変更

供給網強靱化（サプライチェーン強靱化）のイメージ 参考
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製造工程効率化のイメージ

最新設備等の導入

積層造形機（３Ｄプリンタ）等の導入

人工知能（ＡＩ）による検査工程自動化

■事業のイメージ（対象例）

 製造工程において、従来の機械加工に
替え、積層造形機（３Ｄプリンタ）等を
導入し、工程を変更

→ 生産性の向上

 検査工程において、作業員が良否判
定行う目視検査をAIを活用した画像検
査に変更

→ 生産性向上

 製造工程において、老朽化した旧式
の工作機械による生産から、最新の工
作機械による生産への変更

→ 生産性向上

※ 専ら自衛隊の用に供する装備品等を製造等する、専用設備・汎用設備が対象。ただし、初度費等の契約で措置されている場合は対象外。

財政措置対象例：
製造設備等の整備関連
経費※

財政措置対象例：
製造設備等の整備関連
経費※

財政措置対象例：
製造設備等の整備関連
経費※

旧式の工作機械 最新の工作機械

３Dプリンタ

変更

変更

参考
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サイバーセキュリティ強化のイメージ

■事業のイメージ（対象例）

■事業のイメージ（対象例）

事業承継等のイメージ

撤退予定企業

承継先企業
新規事業開始企業

財政措置対象例：
製造施設整備費、製造
設備整備費、ライセン
ス取得経費、教育費等

11

参考


